
   

令和６年２月５日 

 

「土曜窓口」の終了について 

 

市民課で平成 19年から実施してまいりました土曜日の窓口業務は、オンラインに

よる証明書交付や各種申請サービス等、行政サービスの電子化や市役所の働き方

改革の推進などにより、令和 6年 4月 6日（土）をもって終了します。 

なお、毎週金曜日（祝日を除く。）に実施しています 19時までの延長窓口につきま

しては、引き続き実施しますのでご利用ください。 

 

【郵送・オンライン等で行える手続き】 

・住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニ交付（令和 6年 2月 19日から） 

・住民票の写し、所得証明書等のオンライン申請での郵送交付・夜間窓口交付 

・戸籍証明書等の郵便申請 

・転出届のオンライン申請（マイナポータル） 

・パスポート切替のオンライン申請（マイナポータル） 

・戸籍証明書等の広域交付（令和 6年 3月 1日から） 

 ※ 広域交付とは、本人や父母等直系親族の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市 

区町村の窓口でも交付請求が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県三次市 

市民部  市民課  市民窓口係  （担当：久保、伊達） 

TEL：0824-62-6138 FAX：0824-63-2809 


